
＜２＞広　報　い　な　が　わ 平成２１年(2009年)７月１日

〈
質
問
〉
消
費
生
活
相
談
コ

ー
ナ
ー
に
相
談
し
た
ら
、
ど

の
よ
う
な
解
決
を
し
て
く
れ

る
の
で
し
ょ
う
か
？

契
約
に
係
る
問
題
は
当
事

者
間
の
民
事
の
問
題
と
思
う

の
で
す
が
何
故
、
行
政
に
相

談
窓
口
が
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
？

〈
回
答
〉
消
費
者
と
事
業
者

と
の
間
に
は
、
情
報
の
質
や

量
並
び
に
交
渉
力
格
差
が
あ

り
、
消
費
者
の
利
益
の
擁
護

お
よ
び
増
進
に
関
し
て
、
消

費
者
の
権
利
の
尊
重
お
よ
び

そ
の
自
立
の
支
援
、
そ
の
ほ

か
の
基
本
理
念
を
定
め
た
消

費
者
保
護
基
本
法
が
昭
和
43

年
に
公
布
さ
れ
、
平
成
20
年

に
は
消
費
者
基
本
法
に
改
正

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
に

国
、
地
方
公
共
団
体
お
よ
び

事
業
者
、
消
費
者
の
責
務
が

明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
法
律
に
基
づ
き
、
猪

名
川
町
で
は
平
成
元
年
に
相

談
窓
口
が
開
設
さ
れ
ま
し

た
。
私
達
の
日
常
生
活
は
ほ

と
ん
ど
が
契
約
社
会
で
あ
る

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

契
約
と
は
契
約
書
を
交
わ

す
だ
け
が
契
約
で
は
な
く
、

電
車
に
乗
る
の
も
ス
ー
パ
ー

で
買
い
物
を
す
る
の
も
銀
行

に
お
金
を
預
け
る
の
も
す
べ

て
契
約
で
す
。

契
約
と
は
約
束
ご
と
で

す
。
い
っ
た
ん
結
ん
だ
契
約

は
特
別
な
場
合
を
除
い
て
は

一
方
的
に
解
除
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
事

業
者
の
中
に
は
問
題
が
あ
る

業
者
も
あ
り
、
ト
ラ
ブ
ル
が

生
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

消
費
生
活
相
談
窓
口
で

は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
相

談
者
に
助
言
や
業
者
と
の
間

に
入
り
解
決
の
お
手
伝
い
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

業
者
と
相
談
者
の
ト
ラ
ブ

ル
は
民
事
の
場
合
が
ほ
と
ん

ど
で
す
の
で
相
談
コ
ー
ナ
ー

は
た
と
え
問
題
あ
る
契
約
で

も
業
者
に
対
し
強
制
力
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
結
果

は
と
も
か
く
行
政
の
相
談
窓

口
が
連
絡
す
る
と
個
人
で
は

相
手
に
し
な
い
業
者
で
も
話

し
合
い
の
席
に
着
く
場
合
が

多
く
あ
り
ま
す
。

す
ぐ
に
相
談
さ
れ
る
こ
と

が
解
決
を
早
め
、
良
い
結
果

に
つ
な
が
る
こ
と
が
多
い
の

で
、
疑
問
に
思
っ
た
時
や
納

得
で
き
な
い
時
は
諦
め
な
い

で
ど
ん
な
些
細
な
こ
と
で
も

ま
ず
は
お

問
い
合
わ

せ
く
だ
さ

い
。
相
談

の
秘
密
は

守
ら
れ
ま

す
。疑

問
な
点
は
、
消
費
生
活

相
談
コ
ー
ナ
ー
（
�
７
６

６
・
１
１
１
０
）
へ
。

消費生活の 
アドバイス 

＞184＜

消費生活相談コーナーって？

豊
か
な
自
然
に
親
し
ん
で
も

ら
お
う
と
柏
原
生
産
森
林
組
合

で
は
第
14
回
あ
じ
さ
い
ま
つ
り

を
開
催
し
ま
す
。

こ
の
ま
つ
り
は
、
大
野
山
頂

付
近
の
斜
面
一
面
を
覆
っ
て
い

る
約
１
万
５
千
株
の
あ
じ
さ
い

を
満
喫
し
て
も
ら
お
う
と
例
年

こ
の
時
期
に
開
催
し
て
い
る
も

の
で
す
。

☆
☆
主
な
催
し
内
容
☆
☆

▼
両
日
と
も
午
後
１
時
〜

軽

音
楽
の
演
奏

▼
地
域
特
産
品
の
販
売
な
ど
の

各
種
模
擬
店
の
出
店

▼
木
工
教
室
・
竹
細
工
や
陶
芸

体
験
な
ど

※
阪
急
バ
ス
柏
原
終
点
か
ら
マ

イ
ク
ロ
バ
ス
の
送
迎
（
無
料
）

を
行
い
ま
す
の
で
利
用
く
だ
さ

い
。問

い
合
わ
せ
は
、
柏
原
生
産

森
林
組
合
（
�
７
６
９
・
０

７
６
０
）
、
農
林
商
工
課
（
�

７
６
６
・
８
７
０
９
）
へ
。

区　分

所得割①　基準総所得金

額（前年中の総所得金

額－33万円）×税率

資産割②

固定資産税相当額×税率

均等割③

国保加入者１人あたり

平等割④

１世帯あたり

課税限度額（最高限度額）

医療分

4.7％

26％

26,000円

21,000円
10,500円

470,000円

支援金分

1.7％

４％

8,000円

6,700円
3,350円

120,000円

介護分

1.7％

４％

11,200円

7,000円

100,000円

表１　　　　　　21年度税率等表　

※①～④の合計額が１年間の保険税額
※介護分は40歳から64歳の国保加入者がいる世帯のみ課税
※平成21年度より介護分の課税限度額が9万円から10万円
に引き上げ
※特定世帯とは、同一世帯にいる国保の被保険者が後期高
齢者医療制度に移行し、被保険者が１人になる世帯

保険税の軽減制度
国保加入世帯の所得が一定金額以下の場合、保険税の

均等割・平等割が下表のとおり軽減されます。

軽減基準所得
33万円＋35万円×（特定同一世帯所属者＋被
保険者数）以下
33万円＋24万５千円×（世帯主を除く［特定
同一世帯所属者＋被保険者数］）以下
33万円以下

軽減基準表

※軽減適用にかかる申請は特に必要ありません
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行
することにより国保の資格を喪失した人で、５年を経過
するまでに限り、継続して同じ世帯に属する人

軽減区分

２割

５割

７割

国国
民民
健健
康康
保保
険険
かか
らら
のの
おお
知知
らら
せせ

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の

対
象
者

職
場
の
健
康
保
険
や
長
寿
医

療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
）
で
医
療
を
受
け
て
い
る
人

な
ど
を
除
い
た
人
が
加
入
者
と

な
り
ま
す
。

保
険
税
の
決
め
方

保
険
税
は
負
担
の
公
平
を
基

本
に
表
１
の
よ
う
に
算
出
し
ま

す
。

保
険
税
の
納
付
に
つ
い
て

加
入
す
る
各
世
帯
主
を
納
税

義
務
者
と
し
て
、
７
月
中
旬
ま

で
に
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し

ま
す
。
納
期
限
は
、
第
１
期
分

（
７
月
31
日
）
か
ら
第
９
期
分

（
平
成
22
年
３
月
31
日
）
ま
で

の
９
回
払
い
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す

人
は
、
特
に
口
座
振
替
へ
の
切

り
替
え
の
申
し
出
が
な
い
場

合
、
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴

収
（
年
金
天
引
き
）
に
よ
り
保

険
税
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

①
世
帯
主
が
国
保
に
加
入
し
て

お
り
、
世
帯
の
国
保
加
入
者
が

全
員
65
歳
か
ら
74
歳
で
あ
る
場

合②
国
保
世
帯
主
が
年
額
18
万
円

以
上
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る

場
合

③
国
保
世
帯
主
が
介
護
保
険
料

の
特
別
徴
収
対
象
者
で
、
国
保

世
帯
主
の
介
護
保
険
料
と
保
険

税
の
合
計
額
が

年
金
支
給
額
の

２
分
の
１
を
超

え
な
い
場
合

な
お
、
保
険

税
の
納
付
が
困

難
な
人
は
、
そ

の
ま
ま
放
置
せ

ず
に
必
ず
納
付

相
談
な
ど
を
利

用
し
て
く
だ
さ

い
。問

い
合
わ
せ

は

、

健

康

課

（
�
７
６
６
・
８

７
８
１
）
へ
。

本町のまちづくりについて、町内の
小・中学生達の率直な意見や提案を聴く
機会として、子ども議会を開催します。
皆さんの傍聴をお待ちしています。
�とき　７月13日（月）午後１時30分～
�ところ　役場３階議場
問い合わせは、コミュニティ課（�

766－8783）へ。

子ども議会を開催

特定世帯以外

特定世帯

平
成
21
年
度
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
７

月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
。

○
保
険
料
の
計
算
方
法

保
険
料
は
図
１
の
と
お
り

○
保
険
料
の
支
払
い
方
法

①
年
金
か
ら
の
お
支
払
い
（
特

別
徴
収
）
＝
手
続
き
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
※
希
望
に
よ
り
口
座

振
替
に
変
更
で
き
ま
す

②
口
座
振
替
や
納
付
書
で
の
お

支
払
い
（
普
通
徴
収
）

○
保
険
料
の
軽
減

①
所
得
の
低
い
人
へ
の
軽
減
＝

所
得
に
応
じ
て
表
１
の
と
お
り

均
等
割
額
の
軽
減
が
適
用
さ

れ
、
所
得
割
額
も
所
得
割
算
定

に
か
か
る
所
得
が
58
万
円
（
年

金
収
入
の
み
の
場
合
は
２
１
１

万
円
）
以
下
の
場
合
５
割
軽
減

さ
れ
ま
す

②
被
扶
養
者
だ
っ
た
人
へ
の

軽
減
＝
制
度
加
入
直
前
に
被

用
者
保
険
の
被
扶
養
者
だ
っ

た
人
は
制
度
加
入
時
か
ら
２

年
間
、
所
得
割
は
か
か
ら
ず

均
等
割
が
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す

（
平
成
21
年
度
は
特
例
で
均
等

割
額
を
９
割
軽
減
）

問
い
合
わ
せ
は
、
健
康
課

（
�
７
６
６
・
８
７
８
１
）
へ
。

軽減の割合

９割軽減

8 . 5 割 軽 減

（７割軽減※）

５割軽減

２割軽減

平成20年中の総所得金額
33万円以下であり、なおかつ被保険
者全員の所得が０円

33万円以下

33万円＋24.5万円×被保険者数（被保
険者である当該世帯主を除く）以下
33万円＋35万円×被保険者数以下

表１　　　　　　　均等割額の軽減

均等割額
43,924円

所得割額
（前年中の総所得金
額－33万）×8.07％

１人当たりの保険料（年額）

＋＋

※総所得金額＝収入額－控除額（公的年
金等控除額、給与所得控除額、必要経費）

図１

＝＝
21年度保険料額（最高限度額50万円）

※軽減措置により平成21年度は、本来の７割軽減か
ら8.5割軽減となります

長長
寿寿
医医
療療
制制
度度（（
後後
期期
高高
齢齢
者者
医医
療療
制制
度度
））

のの
保保
険険
料料
額額
決決
定定
通通
知知
書書
をを
送送
付付
しし
まま
すす
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